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＜論説＞

「植民地党」としてのアリアンス・フランセーズ
－植民地主義における言語普及一

西 山 教 行

はじめに

非西洋世界におけるフランス語教育の歴史は， 19世紀後半のフランス植民地主義の歴史と深

い関連を持ち，植民地主義の拡大は言語教育の方法の開発に寄与してきたl。また，言語教育が

植民地主義に従属し，それを支える知的装置として機能してきたことも歴史的事実である。

この歴史を踏まえた上で，植民地主義に対する批判的まなざしを言語教育に照射することに

より，言語教育のはらむイデオロギーを解明することはできないだろうか。このような観点か

ら，フランス語教育の歴史を繕くとき，フランス語普及機関として世界的に著名な 「ア リアン

ス・フランセーズJAlliance Frarn;aise （以下 AFと略記）の存在を無視することはできない。

というのも，この AFこそフランスが国家として言語普及の事業に取り組んだ最初の機関であ

り，それも植民地主義の歴史的文脈の中で生まれたものだからである。本稿はこれまでの拙考

を批判的に継承しながら （西山1997, 1999), AFの創始者たちの人物像をたどる ことで，この

フランス語普及機関がどのようなイデオロギーの中で生まれたのかを明らかにしたい。そのた

め AFを帝国主義的植民地主義が活性化したフランス社会に多く誕生した「植民地党」 parti

colonialのーっと考える。この視点はこれまで数人の歴史家が指摘してきたものの（AGERON

1978, ANDREW 1975），フランス語教育学ではまだ未開拓の研究領域て汽今後の研究が望ま

れる。

本稿では AFを「植民地党Jと位置づけるに当たり，まず「植民地党Jとは何かを概観した

い。その上で， AFの創設の状況に目を転じ，創始者たちのイデオロギ一的立場を明らかにした

い。これにより AFの設立や活動がどのような植民地主義イデオロギーに関与していたのか浮

かび上がるであろう 。

1 .「植民地党」とは何か

フランス植民地帝国の歴史の中で， 1830年のアルジエリア軍事占領以降を「第二次フランス

植民地帝国jと呼ぶならわしになっているが，ここで取り上げる「植民地党Jの誕生は第二次
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フランス植民地帝国が絶頂期を迎えようとする第三共和政の前期，1890年代のことである。第

三共和政はフランス大革命の正嫡として共和主義思想を普及する一方で，国外への植民地経営

に本格的に乗り 出した政体でもある。1880年のコンゴ保護領化を受けて，方、リエニ将軍 G邑n邑ral

GALLIEN I Joseph (1849-1916）はスーダン （現在のマリ ）制圧に乗り出す。第三共和政に特

有の保護領という形態の植民地にチュニジアを変容させるのは翌年1881年のことである。アジ

アでは1887年にそれまでキ直民地化を完了したコーチシナ，アンナン， トンキン （現在のベトナ

ム）に加えて，ラオス，カンボジアをあわせ，インドシナ連邦を結成。翌年には仏領ソマリア

（現在のジブチ）の成立， 1891年にはニジエールの占領， 1895年にはそれまでに占領していた

西アフリカを統合し，仏領西アフリカ （AOF）を成立させる。インド洋に面する戦略拠点マ夕、

ガスカルの保護領化を実現したのも同じ年のことである。その後，1897年には仏領赤道アフリ

カ （AEF）を成立させるなど，フランス植民地帝国は次第にその絶頂期へと向かう 。

「植民地党jを自ら名乗る一連の集団が結成されるのは，1890年以降のことである （AGER-

ON: 130）。 このグループは「党jpartiを名乗るものの，正確には政党ではない。複数の議員

を含むとはいえ，それ以上に様々な社会層から形成きれた，植民地に何らかの点で利害を持つ

人々のグループであり，個々のグループはそれぞれ「協会Jsoci邑t邑や「委員会Jcomit色などを

名乗っている。その目的は列強の策動するさまざまな植民地政策に対応して， 共和国政府の植

民地政策に何らかの影響を与え，植民地開発を支援する世論を形成することにある。現代社会

に当てはめるならば，アメ リカの国会や州議会にみられる，議員に対して院外から圧力活動を

行うことを意味する「ロビーJ（院外団体）に近いのではないか。とはいえ，その活動形態は「植

民地党jの独創ではなく，地理学者のグループを晴矢とする。

ところで植民地主義の歴史において，地理学の果たしてきた役割には無視できないものがあ

る。サイード SAIDEdwardの指摘するように，科学的な地理学は植民地主義の進捗とともに，

営利的な地理学へと変貌し，植民地主義の支柱として中心的役割を果たしてゆく （サイード ：

46）。 地理学者のもっとも古いグループ「パリ 地理学協会」Soci邑tede Geographie de Paris は

1821年に設立されたが，営利目的を考慮に入れた「商業地理学協会JSociεte de Geographie 

commercialeの結成は1876年のことになる。その後1881年までに同種の学会がフランスの主要

都市で次々に結成され，その数は12に上り，会員数は9500人を数えた （AGERON: 132）。 地理

学者は未聞の土地を研究し探検家の先達となるのみならず，海外についての知識を大衆化す

る役割を担っていた（GIRARDET1995a: 85）。いわば植民地開発の「地ならしjを行ってい

たのだ。

地理学者たちの先駆的活動を受けて1890年代には 「植民地党」が次々に生まれる。1889年の

植民地博覧会の翌年には 「仏領アフ リカ委員会JComite de l’Afrique Frarn;aiseが結成される。

これはアフ リカ中央部の領土分割がイギリスとドイツの聞で取り決められ，フランスを排除し

たことに対する反発から生まれたもので，アフリカにおけるフランスの影響力の維持や拡大を

ねら ったものだ。この 「仏領アフリカ委員会jは「植民地党」の代表格といえるが，これを皮
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切りに1892年には 「エチオピア委員会JComite de l’Ethiopieが， 1895年には 「エジプト委員

会」Comitede l'Egypteが， 1898年にはモロ ッコに対するフランスの利権の擁護をねらう「モ

ロッコ委員会IComitεdu Marocが，さらに1901年には列強による中国分割を視野におさめた

「仏領アジア委員会jComite de l'Asie Frarn;aiseが相次いで設立される。「植民地党」の動向

を研究したアンドリューは大小さまざまな規模の 「植民地党jの数を58と数え，その中には本

稿の主題である AFや，地中海沿岸諸国を中心にフランス語による初等 ・中等教育の普及につ

とめていた「ミ ッション・ライ ックJMission Lai:que (1902年設立）もあげている。

ではこのような 「植民地党」に結集していた人物はどのような社会層を代表しているのだろ

うか。アンドリューによれば，政治家を筆頭に，植民地官僚，軍人，財界人，ジャーナリスト，

学者，文化人など様々な社会層が植民地開発に関心を寄せていた （ANDREW:650）。 とはいえ，

フランス全土でも 「植民地党」に加入し，積極的に活躍していた人数はさほど多いわけではな

い。アンドリューはその加入者総数を500人と数え，その中でも200人が事実上の活動家であり，

さらに運営に直接に関わるなどの実質的な責任者を45人と推定している （ANDREW:649）。 こ

れは，積極的な活動家が一人で複数の団体に加盟していたことを意味する。

その一例として，コンゴの探検，植民地化を推進した探検家プラザ BRAZZASavorgnan de 

(1852-1905）を取り上げてみよう 。イタリア出身でフランスに帰化し，海軍士宮となったプラ

ザは AFや 「フランスアフリカ協会jSociete africaine de France (1888年結成）の名誉会員

をつとめるほか，「パリ地理学協会J「モロ ッコ委員会」ならびにその前身である 「モロ ッコ昼

食会JDejeuner du Maroc (1899年結成），「フランス奴隷制廃止協会jSociete antiesclavagiste 

de France (1888年結成）といった様々な 「植民地党」に加入し，活動したようだ。

ところで当時のフランスの世論は，ジャーナリストも含めて，植民地問題に非常に関心が低

〈，植民地といえば，財界による金銭スキャンダルを思い起こす程度だったという （菅原： 751）。

また1881年のアルジエリア併合は際限のない財政出動を強いられた上に，軍隊への依存度が高

〈，国民の間では不評を呈していた （BRUNSCHWIG:54）。 それゆえに，植民地問題に直接

の利害を持つ人々は植民地拡大の根拠をめぐり様々な言説を繰り広げ，世論の支持を仰いだ。

アジュ ロンによれば，植民地開発をめぐる言説はおよそ四つに類型化される。第一に，植民

地拡大は社会不安を解消するとの主張だ。 19世紀後半の不況は多くの貧困層を生み出したが，

その雇用先を国外に求めることができれば，国内から経済的に不満をもっ分子を排除すること

ができる。ところが植民地に社会構造の安全弁を求める考えは 「植民地党jの生み出した独自

の論理ではない。1850年の議会でもすでに 「アフリカ，それは一つの方策だ。だがその目的は

首都の沈静化にある。jとの発言も見られる（AGERON: 45）。この発言はアルジエ リアの植民

地開発を念頭に置き，フランス国内で政治的 ・経済的に不満を持ち，不穏な動きをみせる人々

を北アフリカに振り分けていたことを伝えている30 

フランスによる 「文明化の使命jも植民地拡大を正当化する言説の一つである。この論理は

啓蒙主義に端を発し，フリーメーソンの主張にも通じるもので，偉大なる文明国フランスは人
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民を蒙昧から解放し，進歩へと導き，遅れた民族に文明の光をもたらす使命がある，と いう

(AGERON : 62）。フランスが他国にもまして文明を未聞の原住民にもたらすことができると

する根拠は，物質文明の発展だけでない。フランスこそ人類にとっての普遍的理念である 「人

権宣言」を発布したことに存する。1909年になるが，ある植民地官僚は人権宣言による植民地

主義の解釈を展開し，そこに文明の事業を認めている （AGERON: 69）。

遅れた民衆に対するわれわれの膨張政策は健全で，高貴な事柄である。植民地帝国は誠実

な人々によって作られたもので，征服とは悪徳商人による事業ではな く，文明による事業で

ある。したがって，人権宣言に由来するわれわれの植民地政策は臣民ではなし協力者を認

めるものである。

フランスが文明を体現し，それゆえに 「劣等人種jを教導する役割があるとの言説は，共和

国の学校を制定した第三共和政の実質的創設者の一人フェリ－ FERRY Jules (1832 93）の繰

り返すところであった。1885年 7月の議会での次のような演説が残っている （GIRARDET:

103）。

みなさん，さらにはっきりと，さらに真実を語る必要があります。隠さずに申し上げねば

なりません，優等人種は劣等人種に対して権利を持っている，と。（…）繰り返し申しますが，

優等人種には権利があるのです。というのも，優等人種には義務もあるからであります。優

等人種は劣等人種を文明化する義務を有するのです。

現代社会の規範から見れば，間違いなく人種主義者との熔印を押される言説である。しかし，

これはフェ リーに特有の思想ではなく，フランス植民地主義に広〈見られる言説である。彼ら

は19世紀に流行していたスペンサ－ SPENCER Herbert (1820 1903）などの社会進化論に従

い，人類の生物学的進佑を社会さらに言語にも適応し，植民地理論を構築した。それによれば，

「野蛮jや「未開」から「文明Jへは，いわば線状的 ・直線的に進化する。フランスはこの進

化の階梯においてもっとも進んだ「文明」国であり，アフリカなど 「未開」の地はまだ 「遅れ

たj段階にあるので，その「遅れJを取り戻させることが植民地化なのである （CALVET: 162）。

領土膨張政策を正当化する第三の言説はあきらかに政治的意図にもとづいている。1871年の

普仏戦争の敗北を承けて， 国際社会で失墜した国威の回復を国外ではかる，さらにアルザス ・

ロレーヌ地方の割譲の傷を国外でいやすために植民地を拡大し，それにより対独報復をはたす

と考える言説がその代表例である。と同時に，フランスは海外進出を果たさない限り，ヨーロ

ツパでの大国の座を守れず，ベルギーやスイスと いった小固に転落してしまう，との懸念も植

民地開発を活性化する論理となった。経済学者のルロワ＝ボーリュー LEROYBEAULIEU 

Paul (1843-1916）は植民地主義理論の構築に貢献した著作 『近代人における植民地開発』La
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colonisation chez Les抑ゆLesmodernesの第二版序文で次のように述べる（AGERON: 75）。

植民地開発はフランスの死活問題である。フランスがアフリカの列強となるか，100年， 200

年後にヨーロッパ列強の二流国のーっとなるか，これは植民地開発にかかっている。（…）わ

れわれは祖国にさらに優れた運命を切望する。すなわちフランスが断固たる植民地国家にな

ることだ。そうすれば，フランスには希望が長らい，広大な思想、が聞けてくる。

このほかに，膨張政策をめぐる言説は経済性を考慮、に入れるものもあった。これは失業問題

の解決が社会不安の解消につながるという第ーの論理のもう一方の側面である。ところで植民

地を重商主義からとらえる観点は， 16世紀末から18世紀にかけてフランスがカナダ，西インド

諸島，西アフリカ，東イ ンドなどにおいて展開した第一次植民地帝国の時代にさかのぼる（服

部1992）。この時代は主に植民地貿易が中心で，植民地に雇用を模索するものではなかった。と

ころが19世紀後半の不況が本格化した時代において，植民地こそ安定した雇用をもたらし，本

国を豊かにするとの言説が地理学会を中心に喧伝された。これはとくに，困窮農民などをアル

ジエリアへ移住させることを前提とした議論であり，植民地全体を移住の対象と考えていたの

ではない。「植民地問題とは，雇用問題そのものだ。政治的に優位なところでは，また商品や経

済も優位に立つ。」（AGERON: 87）とフェリーは断言し，政治的支配権を確立した北アフリカ

が，フランス製商品の販路としても，また新たな雇用の場としても有効なことを確認している。

「植民地党」はこのように植民地主義を推進する言説を会報やマスメディア，講演会などに

より普及し，世論に訴えた。このほかの「植民地党jの活動には食事会があるが，これは単な

る親交目的ではない。アルジエリアのオラン選出の代議士で，植民地開発の急先鋒に立ってい

た政治家エチエンヌ ETIENNEEugene (1844 1921)は「エチエンヌ昼食会jDejeuner Etienne 

を主宰した。これは植民地開発を昼食会の話題とし，それを目的とした「植民地党」である。

ほかにも「シャム昼食会」 Dejeunerdu Siamやプラザの加入していた「モロッコ昼食会」など

のグループが確認されており，いずれも昼食会の話題を如実に物語っている。

このように「植民地党」は多様な観点から植民地政策の推進を図る言説を繰り広げたのだが，

一般大衆に対する啓蒙活動が十二分な成果をもたらしたのか疑問は残る。というのも，植民地

へ向けた大衆の関心は相変わらず低〈，植民地開発の指導者たちは絶えず大衆の無関心を嘆き

続けるからである （AGERON: 251）。 とはいえ，植民地担当大臣ですら自分の管轄地に関心を

示さなかったのだから，大衆の無関心は当然ともいえる。1895年から1928年まで植民地省の大

臣52名のうち，現地を訪れたものはわずか 4名である （AGERON: 155）。

次には，AFの設立を取り上げ，その設立者たちの人物像や設立の趣旨を検討することによ

り，なぜAFを「植民地党jと位置づけることができるのか，また 「植民地党」としての AFの

特質は何かを明らかにしたい。
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2 .アリアンス・フランセーズの設立

AFとは， 1883年 7月21日に設立された「植民地ならびに外国に対するフランス語普及のため

の全国協会JAssociation Nationale pour la propagation de la langue franr,;aise dans Jes 

colonies et a l'etrangerである。その特色は，いかなる宗派にも属きない非宗教団体であるこ

と， 20世紀初頭にフランス外務省が設立した「学院Jinstitutや「文化センターJCentreCulture! 

とは異なり，民聞の主導で作られたことである。

まずこの名称を手がかりに AFとは何かを検討したい。 というのも現在の AFは 「外国への

フランス語・フランス文化の普及jdi任usionde la langue et de la culture franr,;aises a 

lモtrangerを目的とする協会と団体名を変更して いるからだ。 ここには propagationから

diffusionへの変更，植民地と cultureの言及の有無が相違点として認められる。propagationと

diffusionにはどのような意味の違いが見られるのだろうか。ラルース類語辞典によれば， propa-

gationは 「世代から世代へ，また再生産による増加を指し，比喰的に用いられるほか，拡大，

進歩，増大，また増加による発展の観念も含むj。宗教的文脈においては「（信条や教義の）布

教jという意味でも用いられる。19世紀フランスの宗教的文脈においてこの単語が喚起するも

っとも著名な用例は，ジャリコ JARICOTPauline (1799-1862）が1822年にリヨンで設立した

宣教グループ「信仰布教協会jAssociation de la Propagation de la Foiである。これは当時

もっとも著名なカトリ ック宣教団体の一つで，主にアジア，アフリカの非キリスト教徒へ向け

て宣教を行ったグループである4。一方 diffusionにはrpropagationの観念に精神への浸透とい

う観念が加わる」とあり，宗教的文脈で使われる用例はあまり見あたらない。つまり AFはそ

の特色の一つをその非宗教性とするにもかかわらず，設立に際してあえて宗教的ニュアンスを

漂わせる用語を取り込んだことになる。

次に 「植民地」への言及を考えてみよう。現在の第五共和政において，おおかたの植民地は

独立を果たし，法的な意味で植民地は 「存在しない」50 それゆえに，現在の AFは「植民地」の

項目を省いたのだろうか。言い換えるならば，第三共和政前期には植民地が存在していたから，

植民地の項目を付け加えただけなのか。それではなぜAFは［植民地Jと 「外国」を区別した

のか。「外国」と「植民地」の区分は言語教育の観点からみれば，実に暖昧である。というのも，

「外国人」ならびに 「被植民者j学習者もフランス語を母語としない点では同じような学習条

件にあるからだ。スペート SPAETHValerieは「外国語としてのフランス語jfranr,;ais langue 

et rang色re(FLE）の学的形成をアフリカにおける植民地主義の文脈から論じるに当たり， AF

の設立に数ページを割き，この二分法を取り上げている （SPAETH:47）。

学習者を主体ある人間と想定したうえで，フランス人との関係を植民地主義の文脈から再考

するとき，両者には決定的な相違がある。スペートは 「外国人jの概念に「独立し，責任ある

主体」を認め， 「外国人」の概念はフランス人との相互性を前提とする論理だと説く。フランス

人もひとたび、国外へでれば，他国の国民にとっては 「外国人jにすぎないからである。ここに
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は互換性とでもいうべきものがある。一方， 「植民地Jはフランスからの政治的・文化的支配を

受けている地域であり， 「被植民者jは政治的 ・文化的支配を受けている限りで，「独立し， 責

任ある主体jではない。フランス人が「外国人jになり得るように，フランス人は「被植民者」

には断じてなり得ない。フランスは他国のいかなる支配をも被ることがないからだ。また「被

植民者」がフランス人になることもあり得ない。なぜなら，それは支配と被支配の上に成り立

つ植民地主義の否定につながるからである。そのような意味で，ここに互換性は存在しない。

つまり，植民地主義の文脈において， 「被植民者jとは相対概念ではなく，片務的に定められた

絶対概念なのである。

つまり AFがその名称によ って体現している ことは二点ある。まず宗教的ニュアンスを含む

用語を取り込むことにより，これまで宗教団体が行ってきた事業を AFは継承すると同時に，

フランス語普及に宗教的使命感を含意させたこ と。第二に，「外国jに対して政治的・文化的に

相互の主体を認めるものの「植民地」に対してはあくまでも支配と被支配の片務性を維持する

こと。この二点をAFの名称から読みとることができょう 。では，いったいどのような人物た

ちがこの名称、の組織を作り上げたのだろうか。以下の記述はブリュエジエールBRUEZIERE

MauriceのAF創設100周年誌に拠るところが大きい （BRUEZIERE1983）。 ブリュエジエール

は当時の事務局長であり，その著述は組織の人間として予定調和的言説に満ちあふれており，

批判的視点はほとんど見られない。しかし，現段階では AFの設立に関する一時資料を入手し

ていないため，ここでは数少ない資料としてその著作を取り上げ，批判的解読を試みることと

する。

1883年 7月21日午後 4時のこと，ノマリ市内のサン ・ジェルマン大通り 215番地にあるセルク

ル・サン＝シモンという歴史協会の一室に数人の人物が集ま った。 AFの誕生の場面である。こ

の組織委員会に参集したのは当時チュニジア総督で外交官のカンボン CAMBONPaul (1843-

1924），中等教育視学総監フォンサン FONCINPierre (1841-1916），チュニジア公教育局長マ

シュエル MACHUEL，チュニジア問題担当外務官僚ジュスラン JUSSERANDJean Jules 

(1855-1932），プロテスタントのムロン MELONPaul，白衣宣教師会のチュニジア問題担当司

祭で，教皇使節を務めていたシャルムタン神父 AbbeCHARMET ANT Felix (1844-1921)' 

そして元公教育大臣のベール BERTPaul (1833 86）の七名であった （BRUEZIERE:10）。

この七名を組織委員として，さらに以下のメンバーを役員として AFは結成された。ブリュエ

ジーノレの著作をスペートの研究で補完しながら， AF設立時の役員の結びつきを考えてみよう

(SPAETH : 44 45）。

役職 氏 名 職業 （1884年当時）

ぷヱ〉ミ、 長 ティソ TISSOTCharles 元大使

名誉会長 カノレノ CARNOTSadi (1837-94) 元老院議員

フェデルブFAIDERBEL邑on(1818-89) 元セネガ、ル総督
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ジュリアン・ド・ラ ・グラヴ、イエーjレJURIENDELA 海軍少将

GRA VIERE Jean (1812-92) 

ラヴィジュリー枢機卿 LAVIGERIE Charles (1825- アルジェ大司教

92) 

レセッフ。ス LESSEPSFerdinand de (1805-94) スエズ運河会社

副 会長 ベール BERTPaul 代議士，元公教育大臣

カンボン CAMBONPaul チュニジア総督

デュノレイ DURUYVictor (1811-94) 元公教育大臣

ドゥ ・ノfリウー dePARIEU Marie Louis (1815-93) 元老院議員，元公教育大臣

事務局長 フォンサン FONCINPierre 中等教育視学総監

ぷZ与三、 言十 メラルグ MAYRARGUES Alfred （ユダヤ人）

会計補佐 ムロン MELONPaul （プロテスタント）

AFは組織委員会のメ ンバーにこれらの役員，さらには何人かの名誉会員，ならびに50人の理

事を定めて発足した。ここで創立に関与した人々は学者，公教育関係者，宗教関係者，軍人，

外交官，植民地行政官，植民地関連財界人に分類でき，これは植民地攻略の構造を見事に体現

している。ある 「未開jの地を征服し，植民地とするには，まず地理学者がその地理を研究す

ることが必要で・ある。次に，宣教師がキリスト教布教のために「未開jの地に進入し，「原住民」

に接近し，キリスト教という名の西欧文明を布教する。外交官は宣教師たちの保護という名目

で不平等条約を締結きせ，その後何らかの「事件」をきっかけに軍事力によりその地を「平定」

する。その後に訪れる行政官は軍人とともに土地を実効支配し，企業家はその地を「開発する」。

植民地化の手順はおおよそこのように略述されよう。この観点から見ると，AF設立にはすべて

の役者がそろっている。 地理学者のフォンサン，宗教家のラヴイジュリ ー，軍人で元セネガル

総督のフェデルブ，チュニジア総督カンボン，そしてスエズ運河の開削によりヨーロ ッパとア

フリカ大陸を支配と被支配の関係に制度化した財界人レセップス （岡倉・ 184）。

これらの役員により AFの目的は次のように定められた。

1) 植民地並びに保護領に服した国において，我々の言語を知らせ，愛させる。なぜならば，

それこそが，原住民を征服して，彼らと社会的関係や商業関係を結び，大陸では微増する

だけのフランス人種を海外での平和的併合により増加する方法だからである。

2) まだ未聞の固において，諸宗派の宣教師やフランス人教師を支援し，フランス語を教育

する学校を設立し，維持する。

3) 在外フランス人グループと連絡をとり ，彼らの間での国語への崇敬の念を維持する。

またこの目標を達成するための具体的方策として次の事業計画を策定した （BRUEZIERE:

11）。

1) フランス学校の設立ならびに助成金支給，またフランス語講座が設置されていない学校

に対する講座の開設およびその支援。
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2) 教師の養成，そのための師範学校の設立。

3) 通学を確保するための報酬の配布。

4) 優秀生徒に賞金，旅行のための奨学金の支給。

5) AFの事業を支援し，フランス語教育を目的とする出版物の刊行支援。

6) 定期刊行物Bullet仰の刊行。

7) 講演などさまざまな普及の企画や実施。

目的や具体的方策を見ると，外国人や被植民地入学習者に向けた実際のフランス語教育に関

する言及がないことに気づ〈 。というのも，当時フランス語普及には講演会が最適と考えられ

ており，AFがアルジエリアで初めてフランス語を教え始めるのは設立の六年後，1889年のこと

なのだ。1886年11月には公益事業体と認定され，パリ市を抱えるセーヌ県といった地方自治体

から，その後外務省から助成金を支給きれ，国家の財政支援を受ける。また助成金以外の運営

資金について，「植民地党Jとしての AFは会員制をと っており，会費の徴収でまかなっていた

ようだ。

当初，これらの活動は「愛国的事業jと見なされていた。というのも，一つには普仏戦争の

敗北により国際的に傷つけられた国家の威信を回復し，フランスの国際的イメージを取り戻す

こと，さらにドイツに割譲したアルザス ・ロレーヌ地方の代償として，海外にフランスの影響

力を拡大すること，フランス語普及はこの二つの「愛国的事業」を実現すると考えられたので

ある。海外での影響力の維持，拡大については地中海沿岸諸国を念頭に定めていた。なかでも

1830年以降にフランス人入植者を受け入れる移住植民地となったアルジエリア， 1881年以降保

護領化したチュニジア，そして十字軍以来歴史的に深いつながりを持つレパンテ地方 （現在の

シリア，レバノン，パレスチナなど）が戦略目標となっていた。なかでも1881年のパルド条約

により保護領の体制を整備していったチュニジアについては，フランス語教育の整備が緊急の

案件であった（BRUEZIERE:12）。 AFの設立はまずこの案件を迅速に解決する政治的方策だ

った。

チュニジア問題の整備という観点からの読み直しは組織委員会に結集した人物の利害関係を

驚くほど鮮明にあぶり出している。当時のチュニジア総督で1882年以降保護領の統治形態を案

出したカンボンを筆頭に，チュニジアにおける公教育の責任者マシュエル，シャルムタン神父

は白衣宣教師会創立者のラウQイジュリー枢機卿の側近としてチュニジアの旧都カルタゴにパジ

リカ教会を建設するために派遣され，その後フランスに戻りチュニジアの政治宗教問題の責任

者として政治家とも親交を深めた。また外務官僚のジュスランは1882年以降チュニジア問題担

当課課長であり， 1886年にはチュニジアなどの保護領を担当する部局の次長となる。ではこの

人物たちは，なぜチュニジアでのフランス語普及の必要性を感じたのだろう 。

共和国政府はさきに行ったアルジエ リア併合（1881年）という同化主義的植民地政策によ っ

て本国の財政を逼迫させ，さらに軍隊に大きな力を与えてしまった苦い経験を持つ。そこでカ

ンボンは1882年に弁理公使としてチュニジアに派遣されたとき，チュニジアが第二のアルジエ
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リアとならぬよう最大限の努力を払った。その結果，なによりも経済的に負担のかからないよ

う植民地経営を押し進め，軍隊への依存度を少なくするために考案された統治形態が保護領だ

ったのである。フェリーは保護領の利点を次にように要約する （AGERON: 205）。

保護領ではフランスの行政をこの固に配置せずにすむ。つまり，フランスの財政に相当の

負担を課きずにすむのである。そして，上から監督し，統治いわれわれの意に反して行政

の末端や，些末なことがらや，異なる二つの文明の接触により引き起こされる車L醸の責任を

回避することができる。この過渡的段階はわれわれにとって必要で、有益なもので，それは敗

者の自尊心を守る。これはイスラム国にと って無視できないことだ。

ところがフランス人が監督者・支配者の立場に立ち，チュニジア人に実際の行政をまかせる

には，国内はあまりにも混乱を極めていたので，公共事業，農業，教育など様々な分野を早急

に整備する必要が生じた （BRUNSCHWIG:56）。 カンボンは植民地官僚たちとこのような議

論をかわし，将来のチュニジア人下級官吏の育成を視野におさめながら，国内整備の一環とし

てフランス語普及計画を策定したのではないか。

さらにこの政策を推進する背景にはイタリア人移民の存在も加わる。イタリアは地中海をは

さむチュニジアの対岸国としてその植民地化に強い関心を払い6，スルタンの放漫財政に端を発

する財政危機を契機にチュニジアへの介入を深めていった （BRUNSCHWIG:49）。 イタリア

からの移民を多く迎え入れたのもその時期のことで，イタリア人移民はヨーロ ッパ系移民の半

数にのぼり，地域によってはその三分の二にのほ、ったとい 77o フランスがチュニジアに保護領

を実現し大いに威信を高めた頃，イタリアは逆に威信を失い，チュニジア人はイタリア人に対

して冷たいまなざしを向けるようになった。そのためか，本国で、は大半が困窮者だったイタリ

ア人移民の多くは，郷里へ錦を飾る夢を失ったのだろうか，チュニジアを祖国と見なすように

なったという。それはチュニジアの宗主国フランスへの帰化を考えるほどだった （HARDY:

163）。 ここで，北アフリカのピラミ ッド型多民族社会構造を思い起こそう 。入植者フランス人

を頂点に，イタリア人を中心としマルタ人，スペイン人といったヨーロ ッパ人集団，その次に

はヨーロッパから移住 したユダヤ人，現地のユ夕、ヤ人，そして最後に圧倒的多数を占めるムス

リムという序列が社会構造を形成していた。この社会階層の中でー国威の失墜に伴い，社会的

地位の不安定を実感したイタリア入植民がフランスへの 「積極的同化jを考えたとしても不思

議なことではない。それは社会的に上イ立のアイデンティティを保証するからである。このよう

な状況はフランス語普及に好都合な環境を作り出したと思われる。

しかし AFの役員構成に戻ると，そこには構成員の利害が単純に一致する局面だけが見られ

るのではない。本来ならは、対立する要因も見られる。第ーの対立要因は共和主義者と教会人の

関わりである。さらにカトリ ックとプロテスタント，またカトリ ックとユダヤ人もそれぞれ大す

立する勢力であった。これらはなぜ，フランス語普及において協調することができたのだろう
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か。そこで，次にフランス語普及を政治的宗教的な統合装置という角度から検討したい。

3 .植民地における統合装置としてのフランス語普及

AFの創立された時代は教権と共和派政府の権力闘争が激化した時代である（谷！111997）。 共

和国政府は一連の反教権主義政策を展開して，カトリ ック教会を教育の場から排除し，共和国

の学校を非宗教的空間へと変貌させることにより「神も王もない空間としての共和国」を出現

させることを目指していた。実際，AFの創立メンバーには急進共和派が目立つ。

これらの共和主義者には公教育の分野で共通の政治的経歴が認められる。フランス囲内の教

育を担当する公教育がなぜ国外でのフランス語普及に関心を寄せたのか。もちろん，国内外を

問わず，教育という点では大差がないともいえる。しかし，公教育関係者のフランス語普及へ

の関心は，共和国の形成と深い関係を持ち，その点で愛国主義に結びついている。

現代フランス社会は「単一言語国家Jのように見なされているが，この「神話Jは実にジャ

コパン共和主義のイデオロギーが作り上げたものであり，フランス大革命時代のフランスはお

よそ30の言語を有する 「多言語国家Jだった8。国内の言語調査を始めて行ったグレゴワール師

Abbe GREGOIRE (1750 1831）は 「パ トワを撲滅し，フランス語の使用を普及する必要性と方

策に関する報告書」の中で，当時の人口2600万人に関して次のような統計をあげている。「少な

くとも，田舎では600万人のフランス人が国語 （フランス語）を知らず，それとほぼ同数が国語

で長〈会話を続けることができず，最新の調査結果では，国語だけを話すものは300万人を上回

らない。おそらく国語をきちんを書ける者の数はさらに少ないだろう 。J(BALIBAR: 200) 

国民の多くがフランス語を解し得ず，グレゴワール師の表現によれば「バベルの塔jの状態

にあることは国民の分裂を意味し， 「唯一にして，不可分の共和国Jの理念が実現されていない

ことになる。国語としてのフランス語は革命思想、の普及媒体として不可欠なだけではない。そ

れは共和国の理念そのものとして国民の共有資産となり，フランス語による一体性こそが共和

国の実現を可能にする。この意味で，第三共和政がフランス革命の継承者であれば，国内にお

けるフランス語普及は最重要政策課題となる。

ところが，フランス語普及は遅々として進まなかった（西山1999. 78）。 国民教育の現場をカ

トリ ック教会が握り，パトワによる宗教教育を実施していたからである。ウェーパ－ WEBER

Eugenの調査では， 19世紀中頃のフランスにおいて，人口の半数はフランス語を話さなかった

という （WEBER: 111）。 そのよ うな時代に， AFの初代副会長，第三代会長を務めるドリュイ

が登場する。第二帝政において， ドリ ュイは歴史家として出発し視学官を務め， 1863年には公

教育大臣に任命される。六年間の大臣職において様々な改革を企てるが，なかでもフェリーの

教育改革に先立つて初等教育の無償化を考えたことは注目に値する。これは実施にいたらなか

ったものの， ドリュイの監督のもと初等教育は進展し，三年間で2167校の学校が設置された。

これは国内のフランス語普及の積極的な進展を意味する。 ドリュイにとって，フランス語によ
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る教育こそ，共和国の形成に必須だ、ったからである （BOUTAN : 37）。

外国語やパトワの支配している地方の教会で，聖職者たちは小学校の教師に土地の言葉で

カテキスムを学ばせることを要求している。愛国心に鑑みると，これについては今日私をと

がめるものは誰もいないだろうが，私はそれとは反対に，東北部の国境地帯において学校で

はフランス語による教育のみが行われることを望んでいたのだ。というのも，それがフラン

スの形成を完成する方法だからである。ロレーヌ地方の一部，すなわちプロシアが1871年に

獲得した地域で主任司祭は小学校の教師にドイツ語でカテキスムを行うよう命じていたの

fご。

ドリュイはこのようにフランス語による教育を望むとともに，それが十分に実現されていな

い現状も認めている。フランス国内のフランス語による教育は教会による宗教教育の方針に反

するものだったことから，教会の反発を少なからず招いた。教育が非宗教化されておらず，地

域の司祭は地域住民の理解する 「パトワ」で宗教教育を行っていたからだ。

ところで，ドリュイがAFの副会長に就任後の1886年に， AFの地区集会で次のような演説を

千子った (BRUEZIERE: 17）。

アルジエリアの征服者の一人，ビュジョ 元帥は 「剣と型を用いて」をモットーとしました。

われわれはそこに 「書物を用いてjという項目を付け加えたい。というのも，剣は征服を始

め，型は征服を続け，実りあるものとするが，その後に，書物を忘れないでいただきたい。

書物は征服を完成させ，永続させるからです。

ドリュイの発言は，フランス語文化をどのように植民地化のプロセスに統合するかを示す点

で，きわめて示唆的である。書物に代表される言語文化は植民地主義の中で特異な地位を占め

ている。それは軍事力，開発の次に位置づけられ，植民地化の最終段階を飾る。軍事的経済的

支配は目に見えるものだが，言語文化による支配は目には映らないもので，知的精神的領域へ

と向かう。そこでの支配こそ植民地の永続化につながるのであれば，第三共和政下に獲得した

植民地においてフランス語の普及は不可欠である。この論理はカンボンら植民地官僚の実利的

観点を補足するもので，フォンサンの推進するイデオロギーとなる。

もう一人の副会長ベールの業績も教権との対立を鮮明に打ち出した一人である。ベールも公

教育大臣としてフランス語による国民教育に少なからぬ功績を残している。ベールは生理学者

として出発し，ソルボンヌの生理学者ベルナール BERNARDClaude (1813 78）の後継となっ

た学究だが，普仏戦争以後の1872年から代議士として宗教問題，教育問題に関心を寄せた。そ

の当時，普仏戦争の敗北により失われた国民精神を回復させようとの動きは強〈，そのために

教育改革は愛国心の函養と結びついていた （GIRARDET1995a: 70）。 とりわけ歴史や地理教
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育を通じてフランスへの愛国心を高めることは時代の要請だった。教育が愛国心のI函養を目指

すのであれば，ベールの立場はより時宜にかなったものといえる。というのも，ベールは盲目

的愛国主義者を自認しており，若者へ向けた1880年の演説は激越なまでの調子を伝えている

(GIRARDET 1995a. 70）。

フランス人でありたまえ，気高く ，親愛なるわれわれの祖国を魂のあらゆる力をこめて愛

したまえ。激ししひたむきで，盲目的な愛で祖国を愛したまえ。

このような愛国心を確信しているベールは共和国の構築を，所得税の徴収，兵役の機会均等，

義務で無償，非宗教的な教育の三点に求めた。その後，議会では教育問題のほか宗教問題を取

り上げ，神学部の廃止，駐バチカンのフランス大使館閉鎖を求める。1879年からベールは急進

的共和主義へむかい，フェリーの教育改革を一貫して支持するとともに，宗教教育の排除を求

めた。1881年に方、ンベッタ内閣の公教育大臣に就任後， フェリ ーの教育改革を推進すると とも

に，カトリ ック神学者たちに厳しい態度で臨み，1884年には早くも政教分離法を考えていたら

しい。教会を共和国から排除する政教分離法が可決されるのは1905年のことであり，ベールの

反教権主義は時代に20年先行している。フェ リーの政策への支持は宗教教育問題に とどまらず，

対外膨張政策にもおよぶ。ベールは1885年にアルジエリアを視察し，翌年にはアンナン ・トン

キン総督に任命されるが，風土が身体に適さなかったためか，赴任後間もなく 生涯を閉じる。

この経歴を見ると，共和主義者ベールは，宗教 ・教育問題を表裏一体のものと考え，その上で

植民地主義を積極的に推進する立場にいたことがわかる。

公教育関係者としてフォンサンの存在も忘れる ことはできない。初代事務局長 （1883-97）を

務め，さらに第六代会長 （18991914）を務めたフォンサンこそ，第三共和政前期の AFの中心

的人物である。フォンサンは AFの会報の編集を手がけ，当時の百科事典で AFに関する項目

を執筆し，さらに AFに関する著作 『アリアンス・フランセーズjL’＇Alliance Francaise (1889) 

や1900年の万国博覧会参加を記念して刊行された論集 『世界の中のフランス語』La langue 

斤仰caisedans le monde (1900）も執筆していることから， AFを代表するイデオローグとい

えよう。カンボンを中心とするチュニジア関係者がAFの展開する植民地から政治的次元での

フランス語普及を考えていたとすれば，フォンサンはAFの内部にあってイ デオロギーとして

の言語普及を構想していた。

フォンサンについてはブロ ック BROC Numaが思想史的観点からの検討を試みている

(BROC 1976）。 それに拠れば，フォンサンの思想史上の特色は「愛国心，地域主義，地理学」

の三点に集約される。フォンサンは歴史を修めた後，地理学へ転じ，教育者としての活動をボ

ルド一大学で始める。 1874年には「ボルド一商業地理学協会JSoci邑tede Geographie commer-

ciale de Bordeauxの設立に参加するが，これはフォンサンにとって地理学の営利的側面を確

信する契機となったのだろ う。ボルドーが16世紀以来の海上貿易，とりわけ奴隷貿易によ って
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繁栄した都市であることを思いおこせば（海原： 56），この港町には地理学を営利的まなざしで

とらえる下地があったと容易に想像できる。1879年にドゥエ学区長に任命され，その後1882年

には公教育大臣ベールの高い評価を得て中等教育視学総監に任命される。ベールとフォンサン

はAFの設立以前からの知己なのだ。その翌年に AFの設立を迎えるが，この間にも地理学者

として教育への深い関心を払い，いくつかの教科書を出版し，歴史地理学の構築を試みている。

政治的次元ではチュニジアの保護領化を背景に設立された AFにおいて，フォンサンは精神

の征服というイデオロギーを構想する。これはドリュイの発言に確認されるイデオロギーだが，

フォンサンはそれをさらに先鋭化する。フォンサンに拠れば，植民地化という政治的征服は知

的精神的領域での影響力を伴わなければならない。そしてこの領域こそフランスがほかのヨー

ロッパ列強に対抗しうる場であり，植民地において知的精神的分野での征服を成し遂げること

により，本当の「報復」を実現することができる （BROC:31）。 というのもフランスは本国に

おいてドイツの軍事力に屈し，アルザス ・ロレーヌを割譲しその軍事的支配を甘受せざるを

得なかったが，フランスがその栄光を輝かせ， 「対独報復」を成就するのは知的精神的領域だか

らである。もちろんこの時代にドイツにも AFに類似する言語普及機関があったのだが （西山

1999 : 81），フォンサンは精神の征服をめざす言語普及にかけて，フランスはドイツを凌駕する

と確信している。

ここで再びAFの設立目的の愛国主義を思い起こそう。フォンサンの唱える愛国主義とはフ

ランス人がフランスを愛し，その偉大きを実感するにとどまらない。愛国心を 「精神の征服」

というイデオロギーで解釈するならば次のようになる。植民地原住民を政治的経済的に征服し

た上で，フランス語を普及し，彼らの精神を征服し，彼らからフランスに対する信頼と愛情を

獲得すれば，偉大なる祖国フランスは物心両面にわたり安定した植民地を築くことができる。

AFの目的 「われわれの言語を愛させるjとはこのイデオロギーの集約である。AFがフランス

語の普及につとめ，その結果被植民地人が植民者フランス人に憎しみを向けることなしかえ

ってフランスやフランス語を愛するようになるとき， 「精神の征服」は実現するのだ。

イデオローグのフォンサンはさらに地理学者の視点を言語普及に統合する。言語普及は精神

の征服をめざすだけではなく，植民地主義において経済攻勢の媒体ともなる （BRUEZIERE・
40）。

ここでは地中海からコンゴへと，大西洋からスーダンの中心へとフランス帝国を構築し

われわれの交易の影響下に置くことが重要で、ある。（・・・）ことばは，思想、や感情の媒体となり，

その次に商品を運ぶものとなり，その歩みは軍人よりも素早い。

植民地化において，「精神の征服jは軍事的経済的征服の後に来ると表明しながらも，言語の

浸透の速度が軍事力のスピードよりも迅速であると評する件，フォンサンは軍事的支配の及ん

でいない外国への言語普及の戦略を考えているのだろうか。
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フォンサンはここで植民地を営利的視点からとらえているが，この態度は当時の地理学が育

んだものである。1870年以降あらゆる地理学会は植民地貿易のみが本国を豊かにするとの言説

を繰り返していた （AGERON: 86）。 たとえば， 1873年のノfリ地理学協会年報は地理学と貿易

の関連を次のように説く 。

これらの国を研究し，そこでのわれわれの影響力を認めさせ，貿易を展開する。これは論

理的結末であり，アルジエリアとセネガルにおけるわれわれの支配に当然伴わなければなら

ないことだ。

ここまでテvユルイ，ベール，フォンサンといった共和主義者と公教育に携わる設立者たちの

フランス語普及に関する態度を検討してきた。なかでもテュルイ，ベールははっきりと反教権

主義の立場に立つことが理解される。そこで次にカトリ ック教会の立場を検討し，その接点、を

探りたい。

なぜカトリック教会は AF設立のために協調し，自分たちにとって不利な政策を繰り広げて

いた共和主義政治家と言語普及に取り組むことになったのか。この間いは教会の共和国政府の

植民地主義に対する態度と も関連する。カトリ ック教会は当時の教会論「（カトリック）教会の

外に救いはなしjを根拠として，植民地主義を推進する態度をと ってきた。ここから次の宣教

戦略が導き出される。すなわち人聞の住む土地であればどこであろうと，限りなく広範囲に宣

教を拡大し，カトリ ック教会の勢力を浸透させ，異教徒をひとりでも改宗に導かなければなら

ない。さもなければ，世界宗教であるカトリ ックの普遍性が実現せず，神の救いがすべての人

間に及ばないからである （BAUMONT: 13）。 これは福音の超文化性に根ざす論理であると同

時に，植民地主義を容認し，一歩進み，植民地化と宣教は協同するとの考えを生みかねないも

のだ。1908年にベルギーのメルシエ枢機卿 CardinalMERCIER Desire Joseph (1851 1926) 

はコンゴ併合にあたり信徒へ向けた司牧書簡で，カトリ ック教会の植民地主義観を次のように

正当化する （AGERON: 37）。

植民地開発は利潤を生むチャンスというよりも，義務の源である。（…）それは，ある時期

に優秀な国民が恵まれない人種に負う，集団的な愛徳の業であり，優秀な文化が果たさねば

ならない義務であると，神の御摂理にはあらわれる。

この視点からカトリ ック教会は植民地主義を正当化し宣教を展開した。そこでAFの名誉会

長の一人ラヴイジュリー枢機卿の植民地主義への態度を検討したい。ラヴ、イジュリーは学者と

して出発し，ソルボンヌで教会史を講じ，その後［オリエント学校事業JOeuvres des 邑coles 

en Orientの責任者をつとめる。ナンシーの司教に任命され，四年間を過ごした後， 1867年には

アルジェの司教座に転出し，翌年には「アフリカ宣教師会」Societedes Missionnaires d’Afrique 
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（「白衣宣教師会jSoci岳民 desP色resBlancsの名称でよく知られている）を設立しアフリカ

の本格的宣教に乗り 出す。1878年には赤道アフリカの宣教に着手，1882年に枢機卿に任じられ，

チュニジアの旧都カルタゴの大司教としてアフ リカ教会の頂点に立つ。アフリカ内陸部への宣

教に当たり，ラヴイジュリーは 「十字軍」の編成を訴え，フランスが兵士として，サハラ以南

に福音を伝える使命があると説く (GIRARDET 1995b: 67）。 ラヴイジュリ ーはこのとき 「フ

ランス人を通じて神の業をjと十字軍の標語を取り上げ，フランスを宣教に駆り立てた。枢機

卿の脳裏には 「教会の長女jたるフランスの自負と使命感が強烈に渦巻いていたに違いない （西

山1999: 80）。 しかしラヴィジュリ ーの功績は植民地に向けた宣教だけではなく，フランスの内

政へも深くくい込んでいる。

共和国政府は， 宗教勢力を共和主義思想、の普及を阻害するおそれのある要因と見なしていた

ため，ベールやフェリーによる一連の教育政策や宗教団体規制法などの反教権主義的政策を通

じて教権との対立を深めていった。宗教勢力の温存は共和国の中に激しい対立要素を残してお

くこ とと映ったのである （喜安 ・17）。 この中で，ラヴイジュリーは教皇レオ13世 LeonXIII（在

位1878-1903）の要請を受けて，1890年に保守派や王党派を中心とするカト リック勢力へむけて

共和国政府を支持するよう訴え，協調路線へと転じた。カトリ ック教会にとって共和国政府の

支持が，教権を守る方策だと断じたのである。ラヴ、イジュリ ーによる共和国との協調路線の提

唱は1890年代のことであり， 1883年の時点ではない。つまり共和国政府との協調路線から AFの

設立にあたり教会人と共和主義者との協同を解釈するのは困難である。

では愛国心の発露において， 二つの勢力が協同することはできないのだろうか。ラウゃイジュ

リーの祖国愛もベールやフォンサンのそれに劣らないものがある。それはとりわけアルジエリ

ア問題で発揮される。かつてのナンシ一司教はアルザス ・ロレーヌの割譲問題を住民のアルジ

エリアへの移住ならびに植民地開発に統合させることにより発展的に解決しようと企てる

(GIRARDET 1995b: 68）。

アルザス ・ロレーヌのキ リスト教徒のみなさん，みなさんは火災で失った家や，荒廃した

田畑を逃れて，今やフランスやスイス，ベルギーの道をさまよっておられます。私は司教と

して語 りかけます，アフリカのフランスであるアルジエリアはその扉をみなさんに聞き，そ

の腕をさしのべています。みなさんは，こ こでご自身やお子さん，ご家族のために，侵略者

の手に残した土地よりもさらに広〈，豊かな土地を手に入れることができるのです。

（…）ですから，私たちの新しきフランスへおいでなさい。そこは第ーのフランスよりも

さらに豊かで， 祖国の生活を倍増きせるような暮らしを繰り広げることができます。おいで

なさい。私たちはみなさんを見弟として迎えいれ，仕事の手助けをし，その苦しみを慰める

用意があります。まだ異教徒の土地ではありますが，ここで仕事に精を出し，道徳的で、，キ

リスト教を信ずる人口を確立するためにおいでなさい。そうすれば神と祖国を前に真の使徒

となれるのです。
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ラヴイジュリーの呼びかけは，祖国の一部のドイ、ソへの併合が与えた精神的な傷を国外でい

やすこと を意味するだけではない。キリスト教的文脈では神の固としての新天地をアルジエリ

アに創出しようとするものだ。ラヴイジュリ ーはこれにより愛国心を植民地主義とキ リスト教

的世界観への統合をねらった。共和主義者たちはこの祖国愛を熟知していたのだろう 。だから

こそ，植民地主義を宗教的文脈によって支援し，それに協同する態度を示し，また愛国心を政

治宗教的文脈に還元するカト リック教会幹部と，対外膨張政策を推進する共和主義者は本国外

で協調するに至ったのではないか。「反教権主義は輸出項目とすべからず」とのフェ リーとカゃン

ベッタ GAMBETTA Leon (1832 82）の取り決めは単なる日和見主義でのあらわれではない。

教権の宣教観や植民地観，愛国心の程度を冷静に見据えた協調政策である。だからこそ，1905

年の政教分離法により教会を社会から排除する共和国政府が， 1910年頃まで教育活動に従事す

る宗教団体に助成金を給付し続け，その調整に外務省内の 「事業事務所JBureau des Oeuvres 

が当たっていたのだ （SALON: 117）。

対立要素はカトリ ックとプロテスタントの聞にも存在する。教会一致運動（エキュメニスム）

の始まる透か以前に，カトリ ックとプロテスタントが協調することは例外的だ。「（カトリ ック）

教会の外に救いはなし」との命題は，非キリスト教徒だけに向けられたものではなく ，プロテ

スタントに対しでも向けられたもので，当時の教会論の枠組みからはプロテスタントとの協調

路線はあり得なかった。カト リック教会のみが人類を完全なる救済へ導くことができると自負

していたのだ。ところがAFの中核にはムロ ンとい 7プロテスタントの人物の存在が維認され

ている。この人物が第三共和政前期のキ リスト教宣教や植民地主義において具体的に どのよう

な役割を担ってきたのか，資料を欠くために現時点では不明である。しかしムロンの資格がプ

ロテスタントと記載されていることは， AFの設立にあたりカトリ ック教会とプロテスタン ト

が協力していたことを明瞭に物語っている。

この関係もまた植民地主義と宣教の関連から共存が説明できるようだ。共和国政府はこれま

でも植民地内に関する教育事業を修道会に委託していた。たとえば，「キリスト教教育修士会」

Fr邑resde l’instruction chretienneと 「クリ ュニーの聖ヨゼフ修道女会」 Soeursde Saint 

Joseph de Clunyは海軍省の依頼を受けて，1841年から1903年まで植民地での教育に当たって

いた （BOUCHE:64）。 しかし海外での宣教活動はカトリ ック教会の独占ではない。「パリ福音

布教協会」Societedes Missions evang邑liquesde Parisなどのプロテスタントも植民地におい

て活発な布教活動を展開し，セネカ、、ル，アルジエリア，ガボン，タヒチ，マ夕、カ、、スカル，ニュ

ーカレドニアなどに展開していた （ZORN1993）。 この動きはカトリ ック教会の宣教活動を刺

激したという （BAUMONT: 18）。 そこで共和主義者たちはこの対立関係を巧に利用しフラン

ス語普及をはかったのではないか。つまり，植民地において両勢力を競合させ，宣教活動の一

環である教育を通じてフランス語普及という目的を推進しようとしたのではないか。この推測

はムロ ンの人物像を解明することで，検証されよう 。

さらに残る疑問とはカトリ ック教会とユダヤ教の協力体制である。というのも，会計担当の
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ユダヤ人メラルグに加えて，フランスにおけるユダヤ人共同体の代表者であるラビのカーン師

KAHN Zadoc (1832-1900）の名前が名誉会員としてあげられており，これはユダヤ人が共同

体として AFの事業を支援することを意味している。19世紀後半のフランス社会にはユダヤ人

排斥の激しい動きがあり，カトリ ック教会がその急先鋒に立っていたことを思い起こそう （中

谷1999）。 この社会的文脈の中で，なぜカトリ ック教会はユ夕、ヤ人と協同する事ができたのか。

これもまた植民地主義が可能にするものである。そこで，植民地におけるユダヤ人の地位に触

れることで，ユ夕、ヤ人におけるフランス語受容の問題を考えたい。

北アフリカにおけるユダ、ヤ人の地位は1870年のクレミ ュ一法により大きな変化を被る。それ

はアルジエリア在住のユダヤ人33000人にフランス市民権を付与し，フランス人への同化を意味

する出来事であった。ここで先に述べた北アフリカの多民族社会構造を振り返りたい。その中

で，ユダヤ人はムスリムより社会的上位に位置づけられていたものの，入植者フランス人より

は下位にある。言い換えるならば，クレミュ一法によるユダヤ人のフランスへの帰化は必ずし

も彼らのアイデンティティの否定にはつながらない。それは社会的アイデンティティの上昇を

意味し，そのためユダヤ人は積極的に同化，すなわちフランスへの帰化に応じたという

(LEON: 58）。 ユダ

はアルジエリア在住のユ夕申ヤ人にのみ適応、きれ，隣国のユダヤ人には適応きれなかった。そこ

でモロッコのユダヤ人たちは法によるフランスへの帰化が不可能なため，フランス語の習得に

より自己のアイデンティティを相対的に高める努力をはかったという。ここにはまた言語の問

題もある。現代へブライ語が整備される以前に，北アフリカなどのユ夕、ヤ人は聖書のへブライ

語をもとに，アラビア語方言やスペイン語からの借用語などからなる一種の「クレオール語」

を使用しており，ユダ、ヤ人はそれまでこの「奇妙な言語Jに閉じこめられ，社会的に下位に位

置づけられていたらしい（BEAUCE:67）。1927年の 「モロ ッコ公教育公報jはフランス語使用

とユ夕、ベ’人のアイデンティティを次のように関連づけている（LEON:59）。

オリエントや北アフリカで話されているユダヤ・ アラブ語，ユ夕、ヤ ・スペイン語はユ夕、ヤ

人を社会的に劣る状態に定めていた。彼らがフランス語を話した日には， 白分を別の人間と

感じ，自分の価値を自覚し，西洋人，さらには多少なりともフランス人だと思うことができ

たグ）f..ご。

ユダヤ人はアイデンティティの上昇をめざしてフランス語の学習を望んだ。 自発的な言語学

習によりアイデンティティの転換をはかり，積極的な同化を望んだ‘のだ。彼らの教育には主と

して1860年に設立された 「ア リアンス ・イスラエリ ット・ユニベルセノレjAlliance Israelite 

Universelleがあたった。この教育機関は当時迫害を受けていたユダヤ人問題の解消と，その子

弟の教育のために地中海沿岸諸国を中心に設立され， フランス語を使用して宗教教育を中心と

した教育を進めるものだった（LEVY1990, GRAETZ 1989）。 ユダヤ人のフランス語学習を通
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じた積極的同化指向はモロ ッコだけでなくチュニジアでも見られた。AFの関係者の一人は，チ

ュニジアでの AFの展開に関して，ユダヤ人の存在に言及している （BRUEZIERE:23）。

チュニジアはわれわれの活動の最初の場所だ。チュニジアこそ，われわれがそのカを試す

ために来た土地なのだ。アリアンスはその設立を宣言するや，各方面からただちに会員申込

書を受け取った。フランス人入植者，ユダヤ人，土着のマルタ人などがわれわれの呼びかけ

にただちに答えた。とりわけ，これははっき り言っておく必要があるのだが，ムスリムたち

は彼らだけで会員の三分の二を，収入の四分の三を提供した。このようにして，われわれは

二人の優秀な同僚カンボン氏とマシュエル氏，並びにラヴ、イジュ リー枢機卿とア リアンス ・

イスラエリ ット・ユニベルセルに多大な協力をすることができたのだ。

AF設立の引き金はチュニジアでのフランス語普及にあると述べたが，この文書はチュニジ

ア国内の教育整備のためにあらゆる勢力が総動員されたことを伝えている。ここでは特定の宗

派に限定されることなしキリスト教もユダ、ヤ教も，共和国の学校も動員されたのだ。マシュ

エルは公立学校の開設を，ラヴィジュリーは ミッ ショ ンスクールを，さらにアリアンス ・イス

ラエリ ット・ユニベルセルはユダヤ人師弟に向けたフランス語による教育と，まさに総力戦を

呈していた。言い換えるならば，ユダヤ人を AFに統合した理由は， AFがアリアンス・イスラ

エリ ット・ユニベルセルの動員を前提としていたためなのだろう 。そしてその中心にあって，

各方面への調整と統制を行ったのが総督カ ンボンと思われる。

それでは結局のところ AFとは何か。これはスペートも指摘するょっに，それは公権力と現

場の教育機関を結ぶ媒体，いわば「パイプ役」なのだ（SPAETH: 46）。共和国政府にとって

国内で反教権主義的政策を推進している手前，フランスの影響力の拡大につながることが明白

であるにせよ，植民地における宗教団体への直接的な支援を行うことは難しいからだ。

一方ユダヤ人に関して，クレミュ一法によるユダヤ人の同化をはかったにもかかわらず，そ

の取り扱いには注意を要した。フランス社会に激越な反ユ夕、、ヤ主義を惹起したドリュモン

DRUMONT Edouard (1844-1917）の『ユダヤ人支配のフランス』LaFrance juz仰の刊行は

1886年，1894年にはドレフュス事件により国論が二分される。反ユダヤ主義の世論が形成され

つつある時代に，政府がユダヤ人への直接の支援をためらうのは当然で、はないか。このような

政治的難題を解決する装置がAFなのだ。言い換えると，AFが民聞の主導であり，非宗教団体

であると喧伝する理由もそこにある。イデオロギー的に相反する立場を飲み込んだ，折衷主義

ともいえる こpAFの 「中立的立場」こそ，あらゆるセクターへの言語普及を可能にする装置

なのだ。
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4.結 語

本稿では AFを 「植民地党」のーっと考え，第三共和政前期の「植民地党」を概観し，その

上で AFの設立の事情から設立者たちのイデオロギーやその構成のイデオロギー的立場を検討

してきた。

その中で，設立時の状況を検討すると， AFは実際のフランス語教育に従事するための団体と

して結成されたのではなしむしろ植民地における言語普及を調整する機関として結成された

ことが確認された。そこには「精神の征服」 という植民地イデオロギーも援用されて，植民地

主義を推進するという意味でまぎれもなく「植民地党」の一つだといえよ う。

それでもいくつかの疑問が生じる。一つには共和国の成立と植民地主義の関連であり ，と り

わけその中でフランス語普及の果たしてきた役割である。また AFに関してはイデオローグと

してのフォンサンの言語観，植民地観もいっそう精査に検討する必要がある。

この一連の研究はフランス語教育学の領域に位置づけられるが，教室での教育実践とは直接

の関連はない。 しかし，言語教育の端緒の一つが植民地主義に由来し，支配と被支配の構造，

「精神の征服jといったイデオロギーに深〈結びついている点を批判的に認識することは， 日

本における フランス語教育学の確立の一助となる と確信している。なぜならば 「過去を振り返

ることは将来の責任を担うこと」（ヨハネノマウロ二世）に通じるからである。

｝王

1 19世紀に成立した 「直接教授法Jやその後の 「オーテAィオ ・オラル教授法J「オーテ守イオ ・リンガ

ル教授法」は，英語やフランスのネイティヴであればだれでも，とーの国に行っても，学習者の母語を

知らずに言語教育を可能にするものだった。これは植民地時代，脱植民地時代において，図らずも言

語普及に貢献するものだーった （BESSE:11）。

2 アメリカ在住のフランス人研究者デュボスクラールDUBOSCLARDAlainは20世紀のアメリカ

合衆国における AFの歴史的展開に関する研究を著した。その中で著者は AFの起源について数ペー

ジを割き，創設の根拠を植民地主義的発想に基づくと論じている （DUBOSCLARD:24）。

3 たとえば， 1848年の 2月革命の後，国立作業所の閉鎖に伴う労働者の蜂起があり，その際の14000

人に及ぶ逮捕者はアルジエリアと南米のカイエンヌへ流刑されたという （服部 ・谷川 121）。

4 この会の 『年報JAnnales de !'Association de la Propagaηde de la Foiは，アジア，アフリカな

ど未知の世界を大衆化する重要な媒体で，宣教師の召命を生み出すこと にもつながった （CHOLVY 

56）。 その記述がオリエンタリスムの視座にとらわれていたことはいうまでもない。

5 海外県 （D.O.M.），海外領土 （T.O.M.），海外特別自治体 （C.T.）が 「実質的には」植民地の延長

線上にあるにせよ，法的にはフランス本国と支配 ・被支配の関係にあるのではない。

6 1879年のイタリア議会は 「チュニジア，それはイタ リアの領土拡大に聞かれた最後の扉だjとの代

議士の発言を記録している （BRUNSCHWIG:52）。

7 1911年の統計では，ムスリム人口170万のチュニジアにおいて，フランス人入植者48000人に対し，

イタリア人は88000人を数えた （CDROM Universalis 1998 version 4, { Tunisie｝による）。

8 1999年5月にフランス政府は 「欧州評議会JConseil de 1’Europeの提唱する 「地域語・少数言語
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憲章JCharte des langues regionales OU minoritairesに調印したが，憲法院はこの批准を違憲との

判断を下した。地域語少数語の承認は共和国の単一不可分性の原則や， 「共和国の言語はフランス語

であるJ（憲法第二条）の原則に反するとの理由である。これはフランス社会の多言語問題を改めて

浮き彫りにした。国民教育省の依頼を受けて言語学者セルキニ CERQUIGLINIBernardは 『フラン

スの言語JLes langues de Franceという調査報告書を提出し，その中でフランスの領土 （海外県，

海外領土，海外特別自治体を含む）に，大小さまざまな言語をおよそ75と数えている。
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